様式第2号

原爆一般疾病医療費の支給等に関する届け

年　月　日

豊郷町長　様

世帯主　　住所
　　　　　
氏名
電話番号
申請人　　住所

氏名
電話番号
※申請人欄は、世帯主と異なる場合は記入してください。

　　次のとおり、関係書類を添えて届け出ます。
　
	１　原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者

	住　所
	

	氏　名
	

	２　受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等による医療等の名称
	

	３　受給者番号
	

	４　受給対象となった年月日
	

	５　記号・番号
	

	６　個人番号（マイナンバー）
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· 国民健康保険法第54条の3第1項および同条第4項による「原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者」であることを証明する書類（写し）を添付してください。

· ２の欄は、裏面の該当する医療等の名称を記入してください。




国民健康保険法第54条の3および国民健康保険法施行規則第27条の4の2の規定による「原爆一般疾病医療費の支給等」は次のとおりです。


給付の種類
　１　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給
　２　児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項（同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。）の障害児入所医療費の支給
　３　予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号（新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。）の医療費の支給
　４　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
　５　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
　６　麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
　７　母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
　８　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
　９　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項（同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。）、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項（同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ）の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
１０　石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
１１　新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条第1号の医療費の支給
１２　特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
１３　難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
１４　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
１５　令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給
１６　児童福祉法第21条の6の措置（同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援のうち、同項に規定する治療を行う施設への措置に限る。）、同法第22条第1項の助産の実施、同法第27条第1項第3号の措置、同条第2項の指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第33条の一時保護に係る医療給付
１７　身体障害者福祉法第18条第2項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第６項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付
１８　「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付
１９　「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給
２０　「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付
２１　「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給
２２　「「茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給
２３　「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給
２４　「感染症対策特別促進事業について」による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付
２５　「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」による医療費の支給

